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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の開放端および第二の開放端を有する略円筒状の本体ケースであって、第一の開放
端には内側に向かって張り出した縁状の出っ張りにより本体ケースの内径より小さく、収
容するバイアルの外径より大きな口径を有する開口部が形成され、第一の開放端から軸方
向に第二の開放端に向う一定高さ部分には透明材料で形成された本体ケース上部が形成さ
れ、第二の開放端側の側面の一部には本体ケースから突き出して設けられた窓枠部が形成
され、少なくとも窓枠部の外側の面が透明材料で形成されている本体ケースに、
円筒状であって、本体ケース上部の高さとほぼ等しい高さを有し、収容するバイアルの外
径以上の内径を有し、バイアル内の放射能を遮へいするのに十分な厚みを持ち、本体ケー
スの第一の開放端の開口部の口径より大きく、本体ケース内径よりも小さい外径を有する
透明放射線遮へい材料で構成された第一放射線遮へい部材、
略円筒状であって、第一放射線遮へい部材とほぼ等しい外径及び内径を有し、軸方向に一
定の高さを有する放射線遮へい材料で構成された第二放射線遮へい部材であって、該第二
放射線遮へい部材の側面の一部が開口部を有し、該開口部周縁から突出させた枠体であっ
て、本体ケースの窓枠部に対応する形状を有し、該窓枠部に重なってはめ込まれるよう形
成された透明放射線遮へい部材用枠部を設け、該透明放射線遮へい部材用枠部に断面が少
なくとも開口部のすべてを覆い透明放射線遮蔽用枠部の奥行きとほぼ等しい厚みを有する
透明な放射線遮へい材料で構成された放射線遮へい窓部材を配置した第二放射線遮へい部
材、および
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外径が第二放射線遮へい部材の外径とほぼ同じで、軸方向に一定の高さを有する略円盤状
の放射線遮へい材料により構成された底部放射線遮へい部材
が本体ケースの第一の開放端側から順に交換可能に配置され、
前記第一放射線遮へい部材の高さ、第二放射線遮へい部材の高さの合計が収容するバイア
ルの高さとほぼ等しく、本体ケースの第二の開放端に着脱可能に設けられる底蓋を装着す
ることにより前記各部材が本体ケース内に固定され、
本体ケースの第一の開放端側には、一部または全部が放射線遮へい材料で構成された、中
央に開口部を有する円盤状の放射線遮へい性上蓋が着脱可能に固定されている、内部にバ
イアルを収容するためのバイアルシールド。
【請求項２】
　第一の開放端および第二の開放端を有する略円筒状の本体ケースであって、第一の開放
端には内側に向かって張り出した縁状の出っ張りにより本体ケースの内径より小さく、収
容するバイアルの外径より大きな口径を有する開口部が形成されている、全体が透明材料
で構成された本体ケースに、
円筒状であって収容するバイアルの外径以上の内径を有し、バイアル内の放射能を遮蔽す
るのに十分な厚みを持ち、本体ケースの第一の開放端の開口部の口径より大きく、本体ケ
ース内径よりも小さい外径を有し、軸方向に一定の高さを有する透明放射線遮へい材料で
構成された第一放射線遮へい部材、
円筒状であって第一放射線遮へい部材とほぼ等しい外径及び内径を有し、軸方向に一定の
高さを有する透明放射線遮へい材料で構成された第二放射線遮へい部材、および
外径が第二放射線遮へい部材の外径とほぼ同じで、一定の高さを有する略円盤状の放射線
遮へい部材により構成された底部放射線遮へい部材
が本体ケースの第一の開放端側から順に交換可能に配置され、前記第一放射線遮へい部材
の高さと第二放射線遮へい部材の高さの合計が収容するバイアルの高さとほぼ等しく、本
体ケースの第二の開放端に着脱可能に設けられる底蓋を装着することにより前記部材が本
体ケース内に固定され、
本体ケースの第一の開放端側には、一部または全部が放射線遮へい材料で構成された、中
央に開口部を有する円盤状の放射線遮へい性上蓋が着脱可能に固定されている、内部にバ
イアルを収容するためのバイアルシールド。
【請求項３】
　第一放射線遮へい部材と第二放射線遮へい部材の間に、弾性を有し、薄厚で第一放射線
遮へい部材とほぼ同じ外径及び内径を有する円筒状の放射線遮へい材料で構成された放射
線遮へい性弾性部材を交換可能に有する請求項１または２のバイアルシールド。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射性核種溶出装置における溶出液流出ニードルに接続して溶出液を採取す
るバイアルや放射性医薬品の調製を行うためのバイアルに使用する放射線遮へい容器（以
下、バイアルシールド）に関する。
【背景技術】
【０００２】
過テクネチウム酸ナトリウム注射液等の放射性医薬品を医療現場で製造する際に用いられ
る放射性核種溶出装置として、図６に示すものが知られている。図６において、１０２は
プラスチック製本体ケース、１０４は本体ケース１０２に着脱可能に取り付けられて本体
ケース１０２の上端開口部を閉塞するプラスチック製蓋体を示す。蓋体１０４には、生理
食塩液バイアル挿入凹部１０６及び無菌減圧バイアル挿入凹部１０８が形成されている。
また、図中１１０は本体ケース１０２内に配設された放射性核種溶出カラム、１１２は生
理食塩液流通管（溶離液流入管）、１１４は溶出液流通管（溶離液流出管）を示す。生理
食塩液流通管１１２は、蓋体１０４の生理食塩液バイアル挿入凹部１０６の底部に突出し
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た生理食塩液流入ニードル（溶離液流入ニードル）１１６を一端側に有し、他端側が放射
性核種溶出カラム１１０に接続されたものである。溶出液流通管１１４は、蓋体１０４の
無菌減圧バイアル挿入凹部１０８の底部に突出した溶出液流出ニードル１１８を一端側に
有し、他端側が放射性核種溶出カラム１１０に接続されたものである。なお、本体ケース
１０２内のカラム１１０の周囲には、放射線遮へい金属としてカラム収納部を有する鉛、
タングステンあるいはそれらを組み合わせた遮へい部材(図示せず)が装填され、無菌減圧
バイアル１２２は放射線遮へい材料で周囲が覆われたバイアルシールド１２４で遮へいさ
れている。
【０００３】
　図６に示した放射性核種溶出装置１００を用いて放射性医薬品を調製する場合、生理食
塩液バイアル挿入凹部１０６に生理食塩液バイアル１２０を挿入した後、無菌減圧バイア
ル挿入凹部１０８にバイアルシールド１２４内に収容された無菌減圧バイアル１２２を挿
入する。すると、無菌減圧バイアル１２２内は減圧されているため、生理食塩液バイアル
１２０中の生理食塩液は生理食塩液流入ニードル１１６から吸引され、生理食塩液流通管
１１２を通ってカラム１１０内に入り、カラム１１０内で生理食塩液に放射性核種が溶出
される。その後、カラム１１０を流出した溶出液は溶出液流通管１１４を通って溶出液流
出ニードル１１８から無菌減圧バイアル１２２内に入る。無菌調製バイアルは放射線遮へ
い金属で周囲が遮へいされているので、このまま次の操作に使用することができる。例え
ば、得られた放射性核種は無菌バイアル内で薬学的に許容される試薬と混合する等により
放射性医薬品に調製された後注射器に移されて投与される。或いは無菌バイアルから注射
器で放射性核種を抜き取り、薬学的に許容される試薬の入った別のバイアルに移して混合
することにより放射性医薬品が得られる。
【０００４】
　放射性核種による被ばくから術者を守るため、放射性核種溶出装置から溶出液を取り出
すためのバイアルや、放射性核種を注射器から移して調製する際に使用するバイアルは放
射線遮へい金属を使用したバイアルシールドで覆われている。バイアルシールドで覆われ
たバイアルを用いて放射性医薬品を調合する場合には、バイアルシールドの上部に設けら
れた開口を通してバイアルの上部のゴム栓から試薬等が注射器によりバイアルに注入され
る。また、バイアル内の液を注射器に移す場合には、バイアルをバイアルシールドごと逆
さにしてゴム栓を注射針で貫通し、針先が放射性医薬品を吸引できる状態になっているこ
とを確認しながら注射器本体内に吸引する操作が行われる。
【０００５】
　バイアルシールドは放射線被ばくから術者を守ると共に上記の操作に支障が無いよう使
いやすいものが望まれる。従来使用されているバイアルシールドの例を図７、図８に示す
。図７のバイアルシールド２００は全体がプラスチックでできた本体ケース２０１で覆わ
れていて、内部には鉛遮へい部と図９に示すようなバイアル９０を収容するための空間が
設けられている。バイアルシールドの上部及び下部には鉛をプラスチックで覆った上蓋２
０３及び底蓋２０４が設けられていて、上蓋２０３には溶出液流出ニードルや注射器の針
をバイアルに通すための開口部２０２が設けられている。また、上蓋２０３を開閉するこ
とにより、バイアル瓶をバイアルシールド内に収容することを可能にしている。鉛遮へい
部は側面の一部が突出しており、ここに透明放射線遮へい材料である鉛ガラスが嵌めこま
れた窓部２０５が形成されている。術者はこの窓を通して、放射性核種溶出装置の溶出液
がバイアルに流入する様子やバイアルから液を抜く場合液面の位置等を知る。
【０００６】
　図８のバイアルシールド３００は、透明プラスチックの本体ケース３０１の内部に全体
が透明の鉛ガラスでできた放射線遮へい部材３０２を有している。本体ケース３０１は、
両端に鉛とプラスチックで形成された上蓋３０３、下蓋３０４を有し、上蓋の開閉により
、バイアルがバイアルシールド内に収容される。上蓋の中央部は溶出液流出ニードルや注
射器の針をバイアルに通すための開口部３０５が設けられている。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図７のバイアルシールドは、鉛ガラスが嵌めこまれたところ以外、光を通さない金属鉛
で覆われている。このため、内部が比較的暗く、前述した放射性核種溶出装置からバイア
ル内に溶出液が流出する様子や、バイアルから液を抜き取る際に注射針を視認するのも容
易ではなく、特にバイアルから放射性医薬品を抜き取るには熟練した操作を必要とした。
また、図８のバイアルシールドは、鉛ガラスが多用されているため、内部に光が入りやす
く使いやすさは大いに改良されたものの、使用されている鉛ガラスは金属鉛と比較して遮
へい能力が低く、それ自体極めて高価であり、また内部の視認性を高めるため、内表面、
外表面の両表面を極めて平滑になるまで磨く必要があること、さらに鉛ガラスは極めて壊
れやすいため複雑な形状に加工することが困難であることからコストがかかる点が問題で
あった。さらに、プラスチック製の本体ケースで覆われてはいるものの、周囲にあるもの
とぶつけると鉛ガラスは簡単に割れ、或いはひびが入ってしまう。さらに鉛ガラスには湿
度の影響により変色してしまう問題もある。このように問題の多い鉛ガラスの一部が変色
したり、欠けたりしただけで全体を交換しなければならないことも、問題となっていた。
【０００８】
　以上の通り、これまでのバイアルシールドは安価に供給しようとして鉛を多用すれば内
部が暗くなって操作に熟練を要することとなり、内部を明るくしようとして鉛ガラスを多
用すると壊れやすく、交換する場合には高価になってしまうという問題を有していた。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上に鑑み、本発明者らは鋭意研究を重ねた結果、バイアルシールドに使用する放射線
遮へい部材の一部に円筒状の透明放射線遮へい材料を用い、これを交換可能にバイアルシ
ールド内に収容することで、上記問題を解決できることを見出した。
【００１０】
　すなわち第一の本発明は、第一の開放端および第二の開放端を有する略円筒状の本体ケ
ースであって、第一の開放端には内側に向かって張り出した縁状の出っ張りにより本体ケ
ースの内径より小さく、収容するバイアルの外径より大きな口径を有する開口部が形成さ
れ、第一の開放端から軸方向に第二の開放端に向う一定高さ部分には透明材料で形成され
た本体ケース上部が形成され、第二の開放端側の側面の一部には本体ケースから突き出し
て設けられた窓枠部が形成され、窓枠部の外側の面が透明材料で形成されている本体ケー
スに、円筒状であって、本体ケース上部の高さとほぼ等しい高さを有し、収容するバイア
ルの外径以上の内径を有し、バイアル内の放射能を遮へいするのに十分な厚みを持ち、本
体ケースの第一の開放端の開口部の口径より大きく、本体ケース内径よりも小さい外径を
有する透明放射線遮へい材料で構成された第一放射線遮へい部材、略円筒状であって、第
一放射線遮へい部材とほぼ等しい外径及び内径を有し、軸方向に一定の高さを有する放射
線遮へい材料で構成された第二放射線遮へい部材であって、該第二放射線遮へい部材の側
面の一部が開口部を有し、該開口部周縁から突出させた枠体であって、本体ケースの窓枠
部に対応する形状を有し、該窓枠部に重なってはめ込まれるよう形成された透明放射線遮
へい部材用枠部を設け、該透明放射線遮へい部材用枠部に断面が少なくとも該開口部のす
べてを覆い、透明放射線遮蔽用枠部の奥行きとほぼ等しい厚みを有する透明な放射線遮へ
い材料で構成された放射線遮へい窓部材を配置した第二放射線遮へい部材、および外径が
第二放射線遮へい部材の外径とほぼ同じで、軸方向に一定の高さを有する略円盤状の放射
線遮へい材料により構成された底部放射線遮へい部材が本体ケースの第一の開放端側から
順に交換可能に配置され、前記第一放射線遮へい部材の高さ、第二放射線遮へい部材の高
さの合計が収容するバイアルの高さとほぼ等しく、本体ケースの第二の開放端に着脱可能
に設けられる底蓋を装着することにより前記部材が本体ケース内に固定され、本体ケース
の第一の開放端側には、一部または全部が放射線遮へい材料で構成された、中央に開口部
を有する円盤状の放射線遮へい性上蓋が着脱可能に固定されている、内部にバイアルを収
容するためのバイアルシールドである。本発明に係るバイアルシールドは、本体ケースの
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第一の開放端側の口径を、収容されるバイアルの外径よりも大きくしているので、上蓋を
外せば、第一の開放端からバイアルの出し入れを容易に行う事が可能である。
【００１１】
本発明のバイアルシールドは、バイアルを内部に挿入した状態で使用する。バイアルシー
ルドを構成する部材の内、本体ケース上部及び第一放射線遮へい部材は透明材料で構成さ
れているため、本体ケース上部及び第一放射線遮へい部材を通してバイアルシールド内に
作業環境の明かりが入りバイアルシールドを放射性核種溶出装置に装着した場合にも、バ
イアルから液を抜き取る場合にも、バイアルシールド内が明るく、内部が良く見え、遮へ
い効果を損なうことなく操作性が向上する。
また、本体ケース内に第一放射線遮へい部材、第二放射線遮へい部材及び底部放射線遮へ
い部材を接着剤等を用いることなく、順に収容しているだけなので、万一高価な透明の第
一放射線遮へい部材が破損した場合でも、第一放射線遮へい部材のみを交換すれば良い。
また、第一放射線遮へい部材は、単純な円筒形をしているので加工が容易であり、従って
費用を抑えることができる。第一放射線遮へい部材以外の部材が壊れた場合も、当該部材
のみを交換すれば良いので経済的である。
【００１２】
　第二の本発明は、第一の開放端および第二の開放端を有する略円筒状の本体ケースであ
って、第一の開放端は内側に向かって張り出した縁状の出っ張りにより本体ケースの内径
より小さく、収容するバイアルの外径より大きな口径を有する開口部が形成されている、
全体が透明材料で構成された略円筒状の本体ケースに、円筒状であって収容するバイアル
の外径以上の内径を有し、バイアル内の放射能を遮へいするのに十分な厚みを持ち、本体
ケースの第一の開放端の開口部の口径より大きく、本体ケース内径よりも小さい外径を有
し、軸方向に一定の高さを有する透明放射線遮へい材料で構成された第一放射線遮へい部
材、円筒状であって第一放射線遮へい部材とほぼ等しい外径及び内径を有し、軸方向に一
定の高さを有する透明放射線遮へい材料で構成された円筒状の第二放射線遮へい部材、お
よび外径が第二放射線遮へい部材の外径とほぼ同じで、一定の高さを有する略円盤状の放
射線遮へい部材により構成された底部放射線遮へい部材が本体ケースの第一の開放端側か
ら順に交換可能に配置され、前記第一放射線遮へい部材の高さと第二放射線遮へい部材の
高さの合計が収容されるバイアルの高さとほぼ等しく、本体ケースの第二の開放端に着脱
可能に設けられる底蓋を装着することにより前記部材が本体ケース内に固定され、本体ケ
ースの第一の開放端側には、一部または全部が放射線遮へい材料で構成された、中央に開
口部を有する円盤状の放射線遮へい性上蓋が着脱可能に固定されている、内部にバイアル
を収容するためのバイアルシールドである。
第二の本発明のバイアルシールドは、ケース全体が透明材料で構成され、第一放射性遮へ
い部材、第二放射性遮へい部材も透明材料で構成されているため、第一の発明のバイアル
シールドよりもさらに内部が明るく、操作性が向上している。また、また、第一の発明と
同様に、本体ケース内に第一放射線遮へい部材、第二放射線遮へい部材及び底部放射線遮
へい部材を接着剤等を用いることなく、順に収容しているだけなので、万一高価な透明の
第一放射線遮へい部材または第二放射線遮へい部材が破損した場合でも、当該部材のみを
交換すれば良い。また、第一放射線遮へい部材、第二放射線遮へい部材とも、単純な円筒
形をしているので加工が容易であり、従って費用を抑えることができる。
【００１３】
　本発明は、また、上記バイアルシールドの、第一放射線遮へい部材と第二放射線遮へい
部材の間に放射線遮へい性弾性部材をさらに設けたものであっても良い。これによって、
両者が直接接触しなくなるため割れを防止できるだけでなく、バイアルシールドを組み立
てる際の底蓋をねじ締めする場合の緩衝材にもなり、遮へい能力を損なうことなくより確
実に遮へい部材を固定できる。
【発明の効果】
【００１４】
以上の通り、本発明のバイアルシールドは透明部材を多く使用しているため内部が明るく
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、操作性を向上させることができる。また透明放射線遮へい部材自体は壊れやすいが、各
部材を独立して交換することができる様になっているので、壊れてもその放射線遮へい部
材だけを交換することができ、経済性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明のバイアルシールドの分解斜視図である。
【図２】本発明のバイアルシールドを組み立てた状態における、底蓋付近の断面図である
。
【図３】本発明のバイアルシールドを組み立てた状態における、上蓋付近の断面図である
。
【図４】本発明のバイアルシールドにオーバーキャップを被せた図である。
【図５】ア、イ、ウは、それぞれバイアルシールドから漏洩する放射能を測定する検出器
の位置を示している。
【図６】放射線核種溶出装置の断面図である。
【図７】従来技術のバイアルシールドである。
【図８】従来技術のバイアルシールドである。
【図９】バイアルを表す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図を参照しながら本発明を詳述するが、好ましい態様の例示であって、本発明の
技術的思想の範囲を限定するものではない。
　図１は、本発明のバイアルシールドの分解斜視図である。本体ケース１０は、略円筒形
で、プラスチック等で形成され、第一の開放端１１側に縁状出っ張り１３を有する。本発
明のバイアルシールドは図６で示したような放射性核種溶出装置の無菌バイアル挿入凹部
に嵌めるためにも使用されるので、好ましい態様におけるその外形も無菌バイアル挿入部
の大きさに合わせた大きさとなる。本体ケースの縁状出っ張り１３の存在により第一の開
放端側の開口部１８の口径は内部に収容した第一放射線遮へい部材３０等の外径より小さ
くなり、これによって第一放射線遮へい部材３０が第一の開放端１１側から抜け落ちるの
を防止している。本体ケースの第一の開放端１１および第二の開放端１２の周囲にはそれ
ぞれネジ部１６およびねじ部１７が設けられており、放射線遮へい性上蓋８０および底蓋
７０が着脱可能に取り付けられる。本体ケース１０の第二の開放端側に当たる本体ケース
胴部１５には、後述する第二放射線遮へい部材４０に設けた透明放射線遮へい部材用枠部
４２が重なってはめ込まれるよう、透明放射線遮へい部材用枠部４２の外形に対応した形
状の窓枠２１が側面の一部に突き出して設けられ、窓枠の外側の面には覗き窓２３が配置
されている。覗き窓２３は図６に示したような放射性核種溶出装置にバイアルシールドを
取り付けたとき、溶出液流出ニードル１１８からバイアル内に流入した放射性溶液の状態
を視認するため設けられている。窓枠には後述する第二放射線遮へい部材の透明放射線遮
へい部材用枠部および透明放射線遮へい部材がはめ込められる。透明放射線遮へい部材は
比重が金属鉛の半分以下であるため放射線遮へい部材と同程度に放射線を遮へいするため
には鉛の２倍以上の厚みを必要とする。窓枠を突出させて設けるのは厚みのある透明放射
線遮へい部材を本体ケースに収容するためである。窓枠の底にあたる部分及び本体ケース
下ねじ部１７の内、窓枠の下方に該当する部分は第二放射線遮へい部材をケース内に収容
するため開放されている。窓枠は内部の様子を視認するのに必要な大きさがあればよく、
図６の放射性核種溶出装置の無菌減圧バイアル挿入凹部１０８に本体ケースを挿入する際
に邪魔にならない大きさであることが必要となる。好ましい態様において本体ケースの第
一の開放端側は、円筒の軸方向に、第一の開放端から第二の開放端に向かって第一放射線
遮へい部材の高さとほぼ等しい長さまで透明材料で形成された本体ケース上部１４が構成
されている。その高さは、バイアルシールドを無菌バイアル挿入凹部１１８に装着する際
に、バイアルシールド内に収容されているバイアルに溶出液流出ニードルが挿入される様
子が視認できる程度あれば良い。流出液溶出ニードルが挿入される様子が視認できる高さ
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があれば、バイアルシールドに格納された無菌バイアル内に溶出された液の使用時におい
て、注射器を用いてバイアルから放射性液を抜き取る際にも注射針の先端を視認できるの
で使いやすい。なお、本発明にかかるバイアルシールドの本体ケースにおいて少なくとも
一部が透明材料である限りにおいて特に限定する必要はなく、ケース全体を透明材料で構
成しても特に問題は無い。要は、第一放射線遮へい部材と第二の放射線遮へい部材をケー
ス内に収容でき、透明材料で形成された第一の放射線遮へい部材を通してバイアル内部が
視認できればよい。
【００１７】
　本体ケース内の第一の開放端１１側に収容する第一放射線遮へい部材３０には鉛ガラス
や鉛フリー放射線遮へいガラス等の透明放射線遮へい材料が使用され、内部のバイアルの
状態が視認できるように構成される。この部分に透明放射線遮蔽材料を使用することによ
って、放射線被ばくを防ぎつつ、図６に示したような放射性核種溶出装置１００の溶出液
流出ニードルへの取り付け状況やバイアルから液を取り出す際の注射針の穿刺状況を視認
することができる。第一放射線遮へい部材３０の形状は、均一な壁厚を有する円筒形であ
り、円筒の外径は本体ケースに収容可能なように本体ケースの内径より小さく、また本体
ケースの第一の開放端側から脱落しないよう本体ケースの縁状出っ張り１３の存在により
本体ケースの内径より小さくなった開口部の口径よりも大きい。円筒の厚みはバイアル内
の溶出液からの放射線を遮へいすることができる厚みを有することが必要である。また、
円筒の内径はバイアルを収容するため、バイアルの外径より大きいことが必要である。こ
れらの条件を満たすため、第一放射線遮へい部材の材料は、バイアルに溶出される放射性
溶液の核種や放射能濃度、放射性薬液の量を考慮した適切な材料や厚みが選択される。第
一放射線遮へい部材は内部を視認できるよう透明部材を使用しているので、同じく透明材
料を使用している本体ケース上部１４と重なるようにすることで透明材料を用いた効果が
発揮されることから、好ましくはその高さは本体ケース１０の透明部分の高さとほぼ等し
い。第一放射線遮へい部材３０の外側面及び内側面は内部が視認可能なように磨かれ、上
下面は加工のしやすさから平行な平面が好適である。第一放射線遮へい部材３０はこのよ
うに簡単な形状を有しているので、製造が容易であり、高価な放射線遮へいガラスを材料
とした場合であっても、比較的低価格で提供することができる。
【００１８】
　第一放射線遮へい部材３０の次に本体ケース１０の第二の開放端１２側から第一の開放
端１１側に収容されるのは、第二放射線遮へい部材４０である。第二放射線遮へい部材４
０は略円筒状で一定の高さを有し、内径、外径は第一放射線遮へい部材とほぼ等しい。第
一放射線遮へい部材と第二放射性遮へい部材の向き合う面は放射線漏洩が無いよう、隙間
のないよう構成される。向き合う面は互いに平行な平面であってもよいが、凹凸部分が噛
み合うような構成であってもよい。第二放射線遮へい部材の内径、外径は第一放射線遮へ
い部材とほぼ同じで、本体ケースに収まり、かつバイアルを収容できる大きさであれば良
い。本体ケース胴部１５の内側にある第二放射線遮へい部材４０は必ずしも透明放射線遮
へい材料を使用する必要はないため、安価で加工性の良い鉛や必要に応じてタングステン
等の放射線遮へい性の金属が使用できる。第二の放射線遮へい性部材４０が金属鉛等の光
不透過性材料で構成されている場合、第二放射線遮へい部材４０の側面の一部には開口部
が設けられ、該開口部周縁から透明放射線遮へい部材用枠部４２が本体ケースの側面の一
部に窓枠部２１及び覗き窓２３と重なるよう突出して設けられる。透明放射線遮へい部材
用枠部４２に一定の厚みを有する鉛ガラスや鉛フリー放射線遮へいガラス等の透明放射線
遮へい体４４を備えることによって放射線を遮へいしつつ、バイアルシールド内部の明る
さを確保し、また前記図６に示したような放射性核種溶出装置１００に取り付けた状態で
溶出液の流出状態を確認したり、放射性医薬品の調製を行ったりするのを容易にできる。
窓枠部の本体ケースから突出した方向の断面の上下方向は高くするほどバイアルシールド
内が明るく見やすくなるが、上限は本体ケース胴部の高さであり、断面横方向は放射線核
種溶出装置の無菌バイアル挿入部に差し込むのに支障が無い程度におさめられる。
【００１９】
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　第二の本発明では、第一の本発明における本体ケース１０の全体が透明材料で形成され
ており、透明の第一放射線遮へい部材３０及び第二の放射線遮へい部材４０の両方に透明
放射線遮へい部材を使用する。この場合、第二放射線遮へい部材４０には鉛ガラスや鉛フ
リー放射線遮へいガラス等の透明放射線遮へい材料を使用する。これによってバイアルシ
ールドの内部の視認性を一層高め、またバイアル内部の明るさを確保できる。本体ケース
１０、第二放射線遮へい部材４０が共に透明であれば、内部が視認できるので第一の本発
明において述べた第二放射線遮へい部材の側面に設けた覗き窓は必要なく、したがって第
二放射線遮へい部材は第二の開放端側の窓枠部や透明放射線遮へい部材用枠部は必要なく
、単純な円筒形であれば良いので、加工が容易である。
【００２０】
　第一の本発明及び第二の本発明における別の態様においては、上記バイアルシールドの
、第一放射線遮へい部材と第二放射線遮へい部材の間に放射線遮へい性弾性部材をさらに
設けることができる。これによって、両者が直接接触しなくなるため割れを防止できるだ
けでなく、バイアルシールドを組み立てる際の底蓋をねじ締めする場合の緩衝材にもなり
、遮へい能力を損なうことなくより確実に遮へい部材を固定できる。
放射線遮へい性弾性部材３５は外径、内径ともに第一放射線遮へい部材、第二放射線遮へ
い部材にほぼ等しい円筒状で、第一放射線遮へい部材３０と第二放射線遮へい部材４０の
間に圧接して使用する。放射線遮へい性弾性部材の好ましい態様としては、タングステン
、鉛、ビスマス等の重金属粉をゴムに練り込んで製造されたものが使用できる。放射線遮
へい性弾性部材は、圧力に応じて変形し、第一放射線遮へい部材と第二放射線遮へい部材
の隙間を埋める要求を満たすため第一放射線遮へい部材や第二放射線遮へい部材、底蓋が
本体ケースに収まる範囲内で一定以上の厚みを有することが望ましい。たとえば０．２ｍ
ｍから１．０ｍｍ厚みのものが好適に使用される。放射線遮へい性弾性部材は弾性を有す
るため、圧接することによって、容易に隙間を無くすことができ、放射線漏洩を防止する
ことができる。圧接は、後述する底蓋７０を本体ケースに取りつける際のネジ締めと同時
に行われる。
【００２１】
バイアルシールド内部の視認性を高めたい場合には底部放射線遮へい部材５０及緩衝材７
５および底蓋７０に透明材料が用いられる。たとえば底部放射線遮へい部材に鉛ガラス、
底蓋７０には透明プラスチック、緩衝材７５に光透過性の高い発泡ポリスチレン材料等を
用いることによって、バイアルシールド内部の明るさを確保することができる。
【００２２】
　本体ケース１０内に組み入れられた第一放射線遮へい部材３０、放射線遮へい性弾性部
材３５、第二放射線遮へい部材４０、底部放射線遮へい部材５０等を固定するため、底蓋
７０が使用される。底蓋に設けられたねじ部７２は本体ケースの下ネジ部１７に取り付け
られる。第一放射線遮へい部材３０および第二放射線遮へい部材４０の高さの合計は収容
するバイアルよりも高くなるよう設計される必要があり、好ましく態様はほぼ同じ高さで
ある。そうすることによってバイアルをバイアルシールド内にしっかり固定できる。放射
線遮へい性弾性部材を第一放射線遮へい部材３０と第二放射線遮へい部材４０の間に放射
線遮へい性弾性部材を挿入して底蓋を装着すれば、本体ケース内に組み込まれた遮へい部
材はしっかりと固定される。放射線遮へい性弾性部材３５を使用した場合も第一放射線遮
へい部材３０、第二放射線遮へい部材４０、放射線遮へい性弾性部材３５及び底蓋７０の
高さの合計をほぼ本体ケースの高さにすることによって、底蓋を装着することによって本
体ケース内に組み込まれた遮へい部材はしっかりと固定される。底蓋７０を本体ケースか
ら外せば、本体ケース内に組み入れた放射線遮へい部材はすべて取り出すことができ、ば
らばらになるので、一部の部品が傷つき、または破損等していても当該部品のみを容易に
交換することができる。底蓋７０は通常、光不透過性の着色プラスチックが使用されるが
、バイアルシールドの内部をより明るくするため底部放射線遮へい部材５０に透明材料が
使用されている場合には、底蓋７０にも透明プラスチック材料が使用される。
底蓋７０を取り付けると、本体ケース内部には図９に示したバイアル９０を収容する空間



(9) JP 5746552 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

が形成される。
【００２３】
したがって、価格や透明性の有無だけでなく、バイアル中の放射性物質の放射能量やエネ
ルギーに応じて、適切な放射線遮蔽材料が適宜選択される。選択した部材の交換は、底蓋
７０を開閉するだけで行うことができる。
【００２４】
放射線遮へい性上蓋８０は、バイアルシールド内部にバイアルを収容する際に外される。
本発明のバイアルシールドに使用されるバイアルは、本体ケースの第一の開放端側の縁状
出っ張り１３の口径より小さく、また第一放射線遮へい部材３０の内径よりも小さいので
、放射線遮へい性上蓋８０を外せばバイアルをバイアルシールド内に導入することができ
る。バイアルを導入すると、放射線遮へい性上蓋８０のねじ部８２を本体ケース上部のね
じ部１６にねじ込むことによって放射線遮へい性上蓋８０が本体ケースに装着されバイア
ルはバイアルシールドから抜けなくなる。放射線遮へい性上蓋８０には開口部８５がある
が、バイアルよりも小さい径となっており、放射線遮へい性上蓋８０をしていればバイア
ルがバイアルシールドから抜けることはない。
放射線遮へい性上蓋８０の断面図を図３に示す。好ましい態様において、放射線遮へい性
上蓋８０は、ほぼ全体がアンチモンを加えて硬性を高めた鉛合金やタングステン等で構成
された上蓋放射線遮へい材部８１で構成されており、上蓋放射線遮へい材部８１の外周は
さらにプラスチック部８３で覆われている。放射線遮へい性上蓋８０は、図６に示したよ
うな放射性核種溶出装置１００の溶出液流出ニードルや薬液調製の際に注射針がバイアル
９０のゴム栓９５を穿刺できるようにするための開口部８５を中央に有している。放射性
遮へい性上蓋８０の外周プラスチック部８３には本体ケース１０のねじ部１６と結合する
ための上部ネジ部８２が設けられている。また好ましい態様において、上蓋放射線遮へい
材部８１は、放射線遮へい性上蓋８０を本体ケースに装着した際に、第一放射線遮へい部
材の内側に少し入り込む形となるよう突出部８４を有している。突出部８４は上蓋放射線
遮へい材部８１と第一放射線遮へい部材３０との間に生じる隙間をふさぎ、放射線が漏洩
するのを防止している。
【００２５】
　本発明のバイアルシールドは図９のバイアル９０を収容することができる。バイアル９
０の頂部はゴム栓９５で密封されており、ゴム栓は頂部の中央付近を除いた周囲をアルミ
シール９７で締め付けられている。バイアルは本体ケース１０の上部開口部１８から本体
ケースに挿入され、放射線遮へい性上蓋８０をネジ式で取り付けることによって固定され
る。上蓋８０の中央部には開口部８５が設けられており、バイアル９０をバイアルシール
ドに入れたまま図６に示したような放射性核種溶出装置１００の無菌バイアル挿入部に嵌
め、バイアルのゴム栓を溶出液流出ニードル１１８に穿刺することができる。また、放射
性薬液を調製する場合にもバイアルをバイアルシールドに入れたまま、注射針を穿刺でき
るので放射線の被ばくを避けることができる。
【００２６】
　バイアルシールドは放射線遮へい性上蓋８０の中央に開口部８５を有するため、この方
向の放射線を遮へいすることができない。このため、バイアルの待機時、保管時等は、図
４のように放射線遮へい性のオーバーキャップ９９をバイアルシールドの上にかぶせてお
く。オーバーキャップ９９は、バイアル瓶中の放射性核種が発する放射線を遮へいできる
ものであれば材質を問わない。
【実施例】
【００２７】
　以下、本発明のバイアルシールドにおいて、十分な放射線遮へい効果が得られることに
ついて、実施例を挙げ、説明する。
　本体ケースに、第一放射線遮へい部材として鉛ガラス製の放射線遮へい部材（外径３７
ｍｍ　内径２５ｍｍ　高さ１２ｍｍ　比重５．２　）、第二放射線遮へい部材として金属
鉛（外径３７ｍｍ　内径２５ｍｍ　高さ２０　比重１１　）製の放射線遮へい部材、およ
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び金属鉛製の底部放射線遮へい部材を収容したバイアルシールドと、第一放射線遮へい部
材と第二放射線遮へい部材の間にさらに放射線遮へい性弾性部材（宮坂ゴム株式会社製、
外径３７ｍｍ　内径２５ｍｍ　高さ１ｍｍ　比重８．０　）を収容したバイアルシールド
の２種を用意した。第二放射線遮へい部材は透明放射線遮へい部材用枠部を有しているた
め、漏洩放射線は、透明放射線遮へい部材用枠部が放射線測定器の背後に来るようにして
測定した（図５）。
　Ｔｃ－９９ｍ溶液５ｍｌをいれたバイアル瓶を２本用意し、上記のバイアルシールドに
収容した。Ｔｃ－９９ｍ溶液の液面は第一放射線遮へい部材の中央付近に位置している。
線源の放射能量をキャピンテック社製キュリーメータで測定したところ、１２．０６ＧＢ
ｑであった。
　バイアルからの漏洩線量をＮａＩ（よう化ナトリウム）シンチレーションサーベーメー
タＴＣＳ－１６１（製品名、アロカ社製）を用い、サーベーメーターの測定プローブ先端
と本体ケースが３ｃｍ(図５のＡ)離れた位置で横方向から測定したところ以下の結果が得
られた。なお、サーベーメーターの測定プローブの上下位置は、上部１が第一放射線遮へ
い部材の中央付近（図５ア）、上部２は第一放射線遮へい部材と第二放射線遮へい部材の
境界線付近（図５イ）、下部は第二の放射線遮へい部材の中央付近（図５ウ）とした。
【００２８】
【表１】

 
【００２９】
放射性医薬品基準（平成８年１０月１日）において、放射線遮へい容器には、容器の外装
の表面において２ｍＳｖ毎時以下、容器の外装の表面から１ｍ離れた位置において１００
μＳｖ以下となる遮へい能力が要求されているが、表１に示したとおり、本発明の２つの
態様においていずれもこの要求を十分に満たす遮へい能力を有することが確認された。
【符号の説明】
【００３０】
　１０・・・・本体ケース
　１１・・・・第一の開放端
　１２・・・・第二の開放端
　１３・・・・縁状出っ張り
　１４・・・・本体ケース上部
　１５・・・・本体ケース胴部
　１６・・・・本体ケース上ねじ部
　１７・・・・本体ケース下ねじ部
　１８・・・・開口部
　２１・・・・窓枠部
　２３・・・・覗き窓
　３０・・・・第一放射線遮へい部材
　３５・・・・放射線遮へい性弾性部材
　４０・・・・第二放射線遮へい部材
　４２・・・・透明放射線遮へい部材用枠部
　４４・・・・透明放射線遮へい窓部材
　５０・・・・底部放射線遮へい部材
　５２・・・・上部外縁
　７０・・・・底蓋
　７２・・・・底蓋ねじ部



(11) JP 5746552 B2 2015.7.8

10

20

30

　７５・・・・緩衝材
　８０・・・・放射線遮へい性上蓋
　８１・・・・上蓋放射線遮へい材部
　８２・・・・上蓋ねじ部
　８３・・・・上蓋プラスチック部
　８４・・・・突出部
　８５・・・・開口部
　９０・・・・バイアル
　９５・・・・ゴム栓
　９７・・・・アルミシール
　９８・・・・サーベーメーター
　９９・・・・オーバーキャップ
　１００・・・放射線核種溶出装置
　１０２・・・本体ケース
　１０４・・・蓋体
　１０６・・・生理食塩液バイアル挿入凹部
　１０８・・・無菌減圧バイアル挿入凹部
　１１０・・・放射性核種溶出カラム
　１１２・・・生理食塩液流通管
　１１４・・・溶出液流通管
　１１６・・・生理食塩液流入ヌードル
　１１８・・・溶出液流出ニードル
　１２０・・・生理食塩液バイアル
　１２２・・・無菌減圧バイアル
　１２４・・・バイアルシールド
　２００・・・バイアルシールド
　２０１・・・本体ケース胴部
　２０２・・・開口部
　２０３・・・上蓋
　２０４・・・底蓋
　２０５・・・鉛ガラス製窓部
　３００・・・バイアルシールド
　３０１・・・本体ケース
　３０２・・・透明遮へい部材
　３０３・・・上蓋
　３０４・・・底蓋
　３０５・・・開口部
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